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１．調査の目的 

  本調査は，経済産業省資源エネルギー庁発の平成２３年７月１４日付指示

文書（以下「指示文書」という）に基づき，過去５年間，当社が計画する原

子力発電所の建設等に関して，地元首長の意思決定を行うために開催された

国（経済産業省）主催のシンポジウム等における次の２点の事実関係を明ら

かにすることを目的に実施したものである。 

（１）当社が影響力を行使しうる者（当社社員，関連企業等）に対し，何ら

かの情報提供あるいは要請を行った事実があるか。また，仮にあるとす

れば，その内容及び方法。 
  （２）上記（１）に該当する場合，第三者の立場を装って特定の意見を表明 

するよう要請した事実の有無。 
 

２．調査対象のシンポジウム等 

  当社において，指示文書に該当する「国（経済産業省）主催のシンポジウ 
ム等」は，平成２２年１月３１日に宮城県牡鹿郡女川町で開催された「プル 
サーマルの必要性，安全性及び耐震バックチェックの地元説明会」（以下「地

元説明会」という）である。 
    

［参 考］地元説明会の開催要旨 （※開催案内パンフレットから抜粋） 
・日時  平成２２年１月３１日（日） １３：３０～１６：３０ 
・場所  女川町生涯教育センター 大ホール 

宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原１－２０ 
・プログラム 
第１部 プルサーマルの必要性及び原子炉設置変更許可についての説明 

会場参加者からの質疑応答 
第２部 女川原子力発電所の耐震安全性評価についての説明 

会場参加者からの質疑応答 
・参加対象者 

宮城県在住者（応募者多数の場合は，女川町，石巻市在住者を優先） 
・参加方法 

参加希望者は，郵送・ＦＡＸまたはＷＥＢにて事務局へ申し込む。 
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３．調査体制等 

（１）調査体制 

中立的な立場から調査を実施するため，コンプライアンス推進担当役

員を調査責任者とし，その下でコンプライアンス関係部署による調査チ

ームを編成した。 
（２）調査期間 

   平成２３年７月１５日（金）～平成２３年７月２８日（木） 
（３）調査対象者 

  地元説明会当時の関係する当社役員および社員，関係会社および取引

会社の関係者（計９６名） 
ａ．当社 

本店，宮城支店，石巻営業所，女川原子力発電所 
ｂ．関係会社 

女川町または石巻市に事業所を有する関係会社（６社） 
ｃ．取引会社 

    女川原子力発電所構内に事業所を有する取引会社（９社） 
（４）調査方法 

   調査対象者への面談等 
 
４．調査結果 

  今般調査により判明した事実は，以下のとおりである。 
（１）地元説明会に関する社内検討 

    当社は，女川原子力発電所第３号機へのプルサーマル導入に関し，本

店，宮城支店，石巻営業所および女川原子力発電所の関係者間で検討を

行っていた。 
地元説明会においては，事業者としての立場から，当社も説明を予定

しており，その準備を行っていた中で，プルサーマル計画の理解促進の

観点から，社内外に対する地元説明会の周知および参加要請を行うこと

とした。     
（２）社員への情報提供等 

平成２２年１月１３日，本店電源立地部は全社員向けの電子掲示板によ

り，地元説明会の開催について周知した。 
その内容は，開催日時および場所，次第，参加方法の他，以下のコメン

トを付記したものであった。 
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［コメント内容］ 
「この地元説明会はプルサーマルの必要性，安全性や耐震バックチェックについ

て国から説明が行われます。地元の皆さまはもちろんのこと，当社社員の皆さま

やご家族にとりましても，女川原子力発電所のプルサーマル計画や耐震バックチ

ェックを理解して頂く良い機会となっております。」 
 
また，本店電源立地部，宮城支店，石巻営業所，女川原子力発電所では，

それぞれの管理職およびその部下に対し，電子メール，会議等で地元説

明会の周知および参加要請が行われた。 
なお，当社が社員に対し，割当により参加を強制した事実は認められな

かった。また，発言を要請した事実ならびに第三者の立場を装って特定

の意見を表明するよう要請した事実は認められなかった。 
（３）関連企業等への情報提供等 

 平成２２年１月１３日，本店電源立地部は関係会社向けの電子掲示板

を通じて地元説明会の開催に関する周知を行った。内容はコメントも含

めて前記の社員を対象とする掲示板と同一であった。 
また，本店電源立地部，石巻営業所，女川原子力発電所は，女川町ま

たは石巻市に事業所を有する関係会社６社に対し，電話または訪問によ

り地元説明会の周知および参加要請を行った。 
   さらに，女川原子力発電所は，同発電所構内に事業所を有する取引会社

９社に対しても，同様の方法で地元説明会の周知および参加要請を行った。 
なお，当社が関係会社および取引会社に対し，割当により参加を強制し

た事実は認められなかった。また，発言を要請した事実ならびに第三者

の立場を装って特定の意見を表明するよう要請した事実は認められなか

った。 
 

５．指示事項に対する回答 

今般調査により判明した事実をもとに，指示文書に示された事項につい

て確認した結果は以下のとおりである。 
（１）当社が影響力を行使しうる者（当社社員，関連企業等）に対し，何ら

かの情報提供あるいは要請を行った事実があるか。また，仮にあるとす

れば，その内容及び方法。 

   当社が社員，関係会社および取引会社に対し，地元説明会の日時や場所，

次第等に関する周知および参加についての要請を行った事実が認められ

たが，割当により参加を強制した事実は認められなかった。 
なお，周知および参加要請の方法は，社員または関係会社向け電子掲示

板への掲示，電子メール，電話，訪問，会議等であった。 
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（２）上記（１）に該当する場合，第三者の立場を装って特定の意見を表明

するよう要請した事実の有無。 

  当社が社員，関係会社および取引会社に対して発言を要請した事実な

らびに第三者の立場を装って特定の意見を表明するよう要請した事実は

認められなかった。 
 

以上 


